


議案第２８号 

   越前市市税賦課徴収条例等の一部改正について 

 越前市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年５月２０日提出

越前市長 山 田 賢 一   

   越前市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （越前市市税賦課徴収条例の一部改正について） 

第１条 越前市市税賦課徴収条例（平成１７年越前市条例第７５号）の一部を次

のように改正する。 

第１８条の４中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４  前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確

定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額について

は、適用しない。 

  第３３条第６項を次のように改める。 

 ６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定

申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に

係る所得の金額については、適用しない。 

  第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」を「確定申告書」に、「特定株

式等譲渡所得金額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書

に係る年度分の個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度

の翌年度分の個人の県民税」に改める。 



  第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定

する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が

９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の

２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円

以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

  第３６条の３の２見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項第３号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、同

項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに

限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定す

る青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受ける

もの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」

を加え、「控除対象扶養親族を除く」を「控除対象扶養親族であって退職手

当等に係る所得を有する者に限る」に改め、同項第３号を同項第４号とし、

同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  (2) 特定配偶者の氏名 

第７３条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する

固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の

手数料」に改める。 

 第７３条の３中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 



附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、

「令和３年」を「令和７年」に改める。 

  附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年

分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第

１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は

第３７条の８」に改める。 

附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受

けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

  附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受

けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を

「年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申

告書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第２５条を削る。 

 （越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正について） 

第２条 越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（令和３年越前市条例第

１４号）の一部を次のように改正する。 

  第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢

１６歳未満の者に限る」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」

を加えるに改める。 



附 則 

（施行期日） 

 第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中越前市市税賦課徴収条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の

９第１項及び第２項、第３６条の２第１項ただし書並びに第３６条の３第

２項及び第３項の改正規定並びに同条例附則第１６条の３第２項、第２０

条の２第４項並びに第２０条の３第４項及び第６項の改正規定並びに附則

第３条第１項及び第２項の規定 令和６年１月１日 

（2）第１条中越前市市税賦課徴収条例第１８条の４第１項の改正規定、同条例

第７３条の２第１項の改正規定（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加える部分を

除く。）及び同条例第７３条の３第１項の改正規定（「事項の証明書」の

次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加え

る部分を除く。）並びに次条並びに附則第４条第１項及び第２項の規定 

民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）附則第１条第２号

に掲げる規定の施行の日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例第１

８条の４第１項（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に

係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同

法第２０条の１０の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例（以下「新条例」

という。）第３６条の３の２第１項の規定は、令和５年１月１日（以下この

項及び次項において「施行日」という。）以後に支払を受けるべき同項第３

６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に

規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき第１条の規定

による改正前の越前市市税賦課徴収条例（次項において「旧条例」という。）



第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２

項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

２  新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の

３第１項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公

的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書

については、なお従前の例による。 

３  附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課徴収条例の

規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前

の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課条例第

７３条の２（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号

に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の２の規定による固定

資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）

の閲覧について適用する。 

２  附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の越前市市税賦課条例第７３

条の３（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲

げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書

（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適

用する。 



議案第２９号 

越前市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年５月２０日提出 

                      越前市長 山 田 賢 一 

越前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （越前市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 越前市職員の給与に関する条例（平成１７年越前市条例第５１号）の一

部を次のように改正する。 

第２９条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改め、

同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００

分の７２．５」を「１００分の６７．５」に改め、同条第４項中「１００分の

１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の１４７．５」を「１０

０分の１６２．５」に改める。

附則に次の１条を加える。

（令和４年６月に支給する期末手当の特例）

第１８条 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第１８条第１項から第３

項まで若しくは第６項若しくは第２９条第２項（同条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）若しくは第５項から第７項まで又は公益的

法人等への越前市職員の派遣等に関する条例（平成１７年越前市条例第３１

号）第４条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の

額（以下この条において「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給

された期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げる職員（同日時点

においてこの条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。）の

区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下この条に



おいて「調整額」という。）を減じた額とする。この場合において、調整額

が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

(2) 再任用職員 ７２．５分の１０ 

２ 令和３年１２月に越前市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成１７年越前市条例第２２９号）その他の規則で定める条例の規定に基づき

期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令

和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲

げる職員（同日時点においてこの条例の適用を受ける者をいう。以下この条

において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得

た」とあるのは、「越前市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成１７年越前市条例第２２９号）の適用を受ける者その他の規則で定める者

との権衡を考慮して規則で定める」とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（市長等の給料その他の給与に関する条例の一部改正）

第２条 市長等の給料その他の給与に関する条例（平成１７年越前市条例第４８

号）の一部を次のように改正する。

 第２条第３項ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

附則に次の３項を加える。

（令和４年６月に支給する期末手当の特例）

６ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第２条第３項の規定にかかわら

ず、当該規定により算定される期末手当の額から、令和３年１２月に支給さ

れた期末手当の額に１６７．５分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。

７ 令和３年１２月に職員給与条例の規定に基づき期末手当を支給された者に

対する前項の規定の適用については、同項中「１６７．５分の１０」とある

のは、「１２７．５分の１５」とする。 

８ 前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で



定める。 

（教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例の一部

改正）

第３条 教育長の給与及び勤務時間等並びに職務専念義務の特例に関する条例（平

成２７年越前市条例第１号）の一部を次のように改正する。

 第２条第３項ただし書中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」

に、「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改める。 

附則に次の２項を加える。

（令和４年６月に支給する期末手当の特例）

５ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第２条第３項の規定にかかわら

ず、当該規定により算定される期末手当の額から、令和３年１２月に支給さ

れた期末手当の額に１６７．５分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。

６ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第４条 越前市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年越

前市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１項後段中「給与条例第２９条第２項後段中「１００分の１２７．

５」とあるのは、「１００分の１２７．５」を「給与条例第２９条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは、「１００分の１２０」に改める。

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第３０号 

越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例等の一部改正について 

 越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に

関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年５月２０日提出 

                      越前市長 山 田 賢 一 

   越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例等の一部を改正する条例 

（越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公

営に関する条例の一部改正） 

第１条 越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の

公営に関する条例（平成１７年越前市条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第４条第２号ア中「１万５，８００円」を「１万６，１００円」に改め、

同号イ中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

（越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の

公営に関する条例の一部改正） 

第２条 越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成

の公営に関する条例（平成１７年越前市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

第４条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「１５万円」を「１

５万２，８００円」に改める。 

（越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営

に関する条例の一部改正） 



第３条 越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公

営に関する条例（平成１９年越前市条例第２４号）の一部を次のように改正

する。 

第４条及び第５条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

１  この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２  この条例による改正後の越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運

動用自動車の使用の公営に関する条例、越前市議会議員及び越前市長の選挙

における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び越前市議会議員

及び越前市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、

同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ

る。 



議案第３１号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和３年度越前市一般会計補正予

算（第１０号）について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し、承認を求める。 

  令和４年５月２０日提出 

                      越前市長 山 田 賢 一   



議案第３２号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市市税賦課徴収条例の一部改

正について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報

告し、承認を求める。 

  令和４年５月２０日提出 

越前市長 山 田 賢 一 

記 

専決第３号 

   越前市市税賦課徴収条例の一部改正について 

 越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年３月３１日専決 

越前市長 山 田 賢 一   

   越前市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

越前市市税賦課徴収条例（平成１７年越前市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第３４条の７第１項中「第２０条の３第２項」を「第２０条の３第１項」に改

める。 

 第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」

に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条

の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 



 第７３条の２及び第７３条の３中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加える。 

 附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５

条第２６項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」

を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２

７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附

則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に改め、同

条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第２号

イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５条

第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第２号ハ」を

「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２

７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１１項中

「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、

同条第１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第

３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第

２９項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第

３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第

３４項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第

３９項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第

４３項」に、「割合は」を「割合は、」に改める。 

附則第１０条の２第１９項を同条第２０項とし、同条第１８項を同条第１９

項とし、第１７項の次に次の１項を加える。 

１８ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の

３とする。 

 附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」

に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失

防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損

失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防

止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防



止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

 附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度

分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の越前市市税賦課徴収

条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以降の年度分の固定資

産税について適用し、令和３年度分のまでの固定資産税については、なお従

前の例による。 

３ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の

地方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。 



議案第３３号

   専決処分の承認を求めることについて

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市都市計画税条例の一部改正

について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求める。

  令和４年５月２０日提出

越前市長 山 田 賢 一

記

専決第４号 

   越前市都市計画税条例の一部改正について 

 越前市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年３月３１日専決 

                      越前市長 山 田 賢 一 

   越前市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 越前市都市計画税条例（平成１７年越前市条例第７６号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条

第３３項」に改める。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５

条第３４項」に改める。 

附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５



条第３９項」に改める。 

附則第１６項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６

項、第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２

項若しくは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第

２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第

４４項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附則第１５項中「附則第９項及び第１１項」を「附則第１０項及び第１２項」

に、「附則第９項及び第１２項」を「附則第１０項及び第１３項」に、「第１２

項及び第１３項」を「第１１項、第１３項及び第１４項」に、「附則第１２項」

を「附則第１３項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

附則第１４項を附則第１５項とする。 

附則第１３項中「附則第９項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１

４項とする。 

附則第１２項中「附則第９項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１

３項とする。 

附則第１１項中「附則第９項」を「附則第１０項」に改め、同項を附則第１

２項とする。 

附則第１０項を附則第１１項とする。 

附則第９項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都

市計画税にあっては、１００分の２．５）」を加え、同項を附則第１０項とする。 

附則第８項を附則第９項とし、附則第７項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

８  法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２

とする。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の



年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 



議案第３４号 

   専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、越前市国民健康保険税条例の一部

改正について下記のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを

報告し、承認を求める。 

  令和４年５月２０日提出 

越前市長 山 田 賢 一 

記 

専決第５号 

   越前市国民健康保険税条例の一部改正について 

 越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年３月３１日専決 

越前市長 山 田 賢 一   

   越前市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

越前市国民健康保険税条例（平成１８年越前市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただ

し書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

 第２６条第１項中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」

に改める。 

 附則第４項中「同条中」を「同項中」に改める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置） 

２ この条例による改正後の越前市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 



議案第３５号 

   越前市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例の制

定について 

 越前市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例を次のと

おり制定する。 

  令和４年５月２０日提出 

                越前市議会 

議会運営委員会委員長 大久保 健 一   

   越前市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬等の特例に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、越前市議会の議員（以下「議員」という。）が果たすべき

職責を踏まえ、越前市議会（以下「市議会」という。）への市民の信頼の確

保を図るため、議員が療養等の理由による長期欠席のために議員の職責を果

たせない場合又は議会への市民の信頼に反し議員としての責任を果たせない

場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年越前市条例第４３号。以下

「議員報酬等条例」という。）の特例を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

 (1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。 

  ア 市議会本会議 

  イ 越前市議会委員会条例（平成１７年越前市条例第２３６号）に基づき設

置された委員会の会議 

  ウ 越前市議会会議規則（平成１７年越前市議会規則第１号）第１０５条の



規定による委員の派遣 

  エ 越前市議会会議規則第１６５条第 1 項又は第２項に規定する協議等の場 

  オ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１３項の規定によ

る議員の派遣 

  カ 越前市議会基本条例（平成２２年越前市条例第１号）に基づき開催され

る会議 

 (2) 長期欠席 議員が療養等の正当な理由により、９０日を超えて市議会の会

議等に出席できなくなる場合をいう。 

 (3) 公務上の災害  福井県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例

（平成１９年福井県市町総合事務組合条例第１１号）に基づき認定された

公務上の災害又は通勤による災害をいう。 

 （長期欠席に係る届出） 

第３条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長が別に定め

る様式により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員

自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の

親族等が届け出ることができる。 

２ 議員は、前項の規定による届出後に市議会の会議等に出席できることとなっ

たときは、その旨を議長が別に定める様式により議長に届け出なければなら

ない。 

３ 議員は、前２項の規定による届出の際には、医師が記載した証明書等を添え

なければならない。 

 （議員報酬の減額） 

第４条 議員が市議会の会議等を長期欠席した場合における議員報酬の額は、議

員報酬等条例第２条の規定にかかわらず、同条の規定により受けるべき議員

報酬の額に、前条第１項の規定による届出により欠席することとした日から

同条第２項の規定による届出のあった日の前日までの期間における次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合（以下「支給割合」という。）

を乗じて得た額とする。 

(1) ９０日を超え１８０日以下の期間 １００分の８０ 



(2) １８０日を超え３６５日以下の期間 １００分の７０ 

(3) ３６５日を超える期間 １００分の５０ 

２ 前項の規定により議員報酬を減額する期間は、長期欠席の期間が９０日を経

過する日の翌日から長期欠席の期間の末日までとする。 

３ 前２項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される

月（以下「減額月」という。）の初日から末日までの間に支給割合が異なる

場合（９０日未満の期間及び長期欠席終了による全額支給を含む。）の議員

報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。 

 （期末手当の減額） 

第５条 議員報酬等条例第５条第１項に定める基準日（以下「基準日」という。）

の前６月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、同条第２

項の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席の期間に応じて、

前条第１項各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。 

２ 前項の場合において、基準日の前６月内の期間に支給割合が異なる期間が存

在するときは、最も少額の支給割合を適用して計算する。 

 （適用除外） 

第６条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠

席期間は、長期欠席の日数に含めないものとする。 

(1) 公務上の災害 

(2) 女性議員の出産（越前市議会会議規則第２条第２項に規定する産前産後

の期間に限る。） 

(3) その他議長が前２号の事由に準ずると認めた事由 

 （議員報酬の支給停止） 

第７条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘

束する処分（以下「逮捕等」という。）を受けたときは、議員報酬等条例第

２条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの

期間にかかる議員報酬の支給を停止する。 

２ 前項の規定により議員報酬の支給を停止する場合における議員報酬の額は、

逮捕等の期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日



割りにより計算する。 

３ 前２項の規定により議員報酬の支給を停止する際、既にその月の議員報酬が

支給されている場合又は支給にかかる手続の期限から支給の停止ができない

場合は、翌月以降もっとも早く支給される議員報酬から当該停止すべき額を

減じて支給する。ただし、翌月の初日以前に議員の職を離れるなど、減額し

て支給すべき議員報酬がないときは、この限りでない。 

 （期末手当の支給停止） 

第８条 議員が、基準日以前６月以内の期間において、前条第１項の規定により

議員報酬の支給を停止され（当該基準日以前６月より前の日において逮捕等

を受け、当該基準日以前６月以内の期間において引き続き議員報酬の支給を

停止されている場合を含む。）、基準日においても当該支給の停止が継続し

ているとき、又は保釈等により当該支給の停止が解除されている場合であっ

て基準日においても判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停

止する。 

 （停止された議員報酬及び期末手当の支給及び不支給について） 

第９条 前２条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当（以下

「停止報酬等」という。）は、当該停止に係る刑事事件について、次の各号

のいずれかに該当することとなったときは、該当した日の属する月の翌月の

議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の職を離れている者

についても、同様とする。 

 (1) 公訴の提起がなされなかったとき。 

 (2) 無罪の判決（同様の効果を有する判決及び決定を含む。）が確定したとき。 

２ 停止報酬等は、当該停止に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したと

きは、これを支給しない。 

 （端数計算） 

第１０条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に１円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （減額等の効力） 

第１１条 この条例の規定により議員報酬等を減額、支給停止又は不支給とされ



た議員が、任期満了その他の事由により議員の職を離れ、後に再び議員の資

格を得た場合には、当該任期の議員報酬等に、前任期中の議員報酬等の減額、

支給停止及び不支給の効力は及ばないものとする。 

 （疑義の決定） 

第１２条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会

に諮って決定する。 

 （委任） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第３６号

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定する。

  令和４年５月２０日提出

                越前市議会

議会運営委員会委員長 大久保 健 一

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年越前市条例

第４３号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１６２．５」に改

める。

附則に次の１項を加える。

 （令和４年６月に支給する期末手当の特例）

５ 令和４年６月に支給する期末手当の額は、第５条第２項の規定にかかわらず、

同項の規定による額から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に１６

７．５分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



議案第３８号 

   工事の請負契約について 

 花筐公民館・児童館移転改築工事を次のとおり契約するものとする。 

  令和４年６月１６日提出 

                      越前市長 山 田 賢 一   

１  契 約 の 目 的  花筐公民館・児童館移転改築工事 

２ 契 約 の 方 法  制限付き一般競争入札による契約 

３ 契 約 金 額  ２０２，９５０，０００円 

４ 契約の相手方  株式会社関組・株式会社木だて家特定建設工事共同企業体

 代表者 越前市粟田部町第６号２６番地

     株式会社関組


